
様式１

Ⅰ　団体の概要

（令和3年4月1日現在）

Ⅱ　点検評価（団体の必要性）

１ 団体の設立目的（定款）

２ 団体が果すべき使命・役割

３ 団体を取り巻く環境

点検評価表（外郭団体）

団　　体　　名 一般財団法人静岡県青少年会館

所　　在　　地 静岡市葵区田町一丁目70番地の1 設立年月日 昭和53年4月17日

代　　表　　者 代表理事　　大石　節雄 県 所 管 課 教育委員会社会教育課

運営する施設 静岡県青少年会館(普通財産の無償貸付)

団体ホームページ http://www.youthnet.or.jp

出資者 出資額（千円） 比率（％） 役職員の状況（人）

静岡県 93,292 40.0  常勤役員 0  常勤職員 1 

静岡市 56,871 24.4  うち県OB 0  うち県OB 0 

寄付金 49,426 21.2  うち県派遣 0  うち県派遣 0 

青少年会館入居団体 25,208 10.8  非常勤役員 8  非常勤職員 7 

県内その他市町寄付金 8,434 3.6 役員 計 8 職員 計 8 

基本財産（資本金） 計 233,231 100.0 

区　分 内　　　　容

設立に係る根拠法令等 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

団体の沿革 平成26年4月　一般財団法人へ移行

　静岡県青少年会館の運営を通して、青少年の心のよりどころを与え、県下青少年団体の連絡調整及
び青少年教育の場とし、青少年の健全育成に寄与することを目的とする。

　青少年活動、青少年団体活動を活性化するため、青少年団体とのネットワークの強化、指導者のスキ
ルアップ、青少年団体への支援などの事業を行い、青少年の社会参画を促す。

　団体を取り巻く社会
　経済環境の変化や
　新たな県民ニーズ

　少子化や青少年の活動の多様化等により、青少年団体への加入者が減少し
ている。一方、ＩＣＴ、ＳＮＳ等の急速な発達や、ＡＩ、ＩｏＴなどの技術革新が進む
中で、自然体験活動等を行う青少年団体が見直されている。

 行政施策と団体活動
 との関係（役割分担）

　県が、地域で活躍し、地域活動を牽引する青少年リーダーの育成に取り組む
一方、財団は、青少年会館を活動拠点とする各青少年団体を統括し、指導育
成する役割を担っている。

 民間企業や他の団体
 との関係（役割分担）

　財団は、社会教育団体に位置づけられている青少年団体を取りまとめる団体
である。



４ 事業概要

５ 事業成果指標

６ 事業成果の総括評価

※判定欄　…　○：良好　　△：改善を要する　　×：抜本的な改革が必要

（単位：千円 ）

区分 事業名 事業概要 R2 決算 R3 予算

合　　　計 19,075 16,253

目標（上段）及び実績（下段）

評価

25 25 25 25

11 16 5 （毎年度）

80 80 80 80

87.5 96.0 - （毎年度）

※評価　…　Ａ：目標達成　　Ｂ：目標未達成　　Ｃ：目標未達成（乖離大）

団体の自己評価 県所管課による評価

判定 評価 判定 評価

×

　アンダンテ事業の成果指標は、就労や進
学、卒業等によりアンダンテの支援を終え、
次のステップに進んだ者の人数としており、
令和２年度は5人と目標の25人を大きく下回
ることとなったが、支援した家族や本人につ
いては、これまでには無かった変化も多々見
られた。
　今年度の指導者研修事業は内容を変更
し、今後の青少年教育等の在り方について、
参加者の意見を集約する場としたため、アン
ケート調査は実施していない。

×

　昨年度は新型コロナウイルス感染症の影
響により相談件数、回復事例とも減少した
が、ひきこもりの長期化、高齢化が進む中、
カウンセラー、アドバイザーが献身的に相談
に応じており、一定の評価はできる。
　一方、管理運営事業については、会館の会
議室利用者数が年々減少傾向にある上、新
型コロナウイルス感染症の影響により、その
傾向は加速化している。

県委託
青少年交流ｽﾍﾟｰｽ
｢ｱﾝﾀﾞﾝﾃ｣事業

「社会的ひきこもり」傾向にある子ども･若者の円滑
な社会復帰及びその家族を支援

3,938 3,938

自主事
業

青少年会館の管理
運営

団体事務室の貸付、会議室の貸付 4,642 3,402

自主事
業

青少年活動の指導
者養成事業

青少年教育活動やリーダー育成にかかる研修会・
講習会の開催等

10,495 8,893

自主事
業

ユースフューチャー
センター事業

ユースフューチャーセッション会議を開催し、静岡マ
ラソンへのボランティア参加を準備してきたが、大
会中止

0 20

指標の名称（単位）
目標値
（年度）H30 R1 R2

アンダンテにおける回復事例件数
（人）

C

指導者研修事業のアンケート調査
参加者満足度（％）

C



７ 団体の必要性の評価

※判定欄　…　○：良好　　△：改善を要する　　×：抜本的な改革が必要

８ 団体改革の進捗状況（過去の行政経営推進委員会からの意見への対応状況）

※○：対応済　　△：対応中　　×：未対応

団体の自己評価 県所管課による評価

判定 評価 判定 評価

〇

　青少年及び育成団体の活動拠点の維持確
保を目的とし、活動を支援するために設立さ
れた財団であるが、近年青少年団体の活動
が低迷化する中にあって、団体活動になじめ
ず関わらない青少年やその主体的な活動の
意義を軽視する保護者の姿勢が蔓延化して
いる。その結果、不登校、ひきこもり、ニート
などの若者を取り巻く社会問題が起きている
ことも事実である。
　しかし、低迷化した青少年団体だけではこ
れらの社会問題に立ち向かうことは困難であ
り、青少年教育施策の重点事項として、早急
に取り組む必要性を痛感している。そこに
は、当財団のこれまで青少年団体と共に作り
上げてきた実績と信頼関係とによって、今後
の青少年教育に大きく貢献できるものと考え
ている。

×

　青少年を取り巻く環境が大きく変化する中、
会館の利活用は減少し、設立目的に沿った
指導者養成や研修等の事業展開はできてい
ない。自主的な運営も困難となっており、必
要性は低下している。

対応状況

団体記載 県所管課記載

　青少年施策の拠点として利
便性が低いと考えられることか
ら、他の公共施設等への移転
を検討

〇

　県レベルの団体を主眼とし、
車での利用者が多く、静岡市
民の利用を第一と考えていな
いので利便性が低いとは考え
ていない。

△
　財団と連携し、入居団体の移
転先を検討する。

　青少年の健全育成に向け施
設管理を主体とした団体から
の脱却

〇

　財団の目的は、青少年及び
団体の活動拠点を維持し、施
設を利用した支援を目的として
静岡県と共に設立している。

△
　解散に向け、財団と協議しな
がら県の青少年育成事業の検
討を行う。

　外部の意見を取り入れ、
PDCAによる評価を実施

×

　外部評価委員会を設置して
おり、公益事業については企
画、実施、評価し、常に必要な
事業の取り組みへと結んでい
るが、昨年度は新型コロナウイ
ルス感染症の影響により実施
することができなかった。

×

　外部の意見を取り入れる仕
組みが不十分（不透明）であ
る。今後、解散に向けた取組を
進めていく。

　入居団体等の関係者と意思
疎通を図りながら、解散を視野
に入れた今後の方向性と、そ
の実現に向けたスケジュール
を明確にして実行するよう指
導・助言

△

　財団の解散後の入居団体の
移転先及び今後の青少年教育
の施策の必要性を検討してい
る。

△

財団は解散の方針を打ち出し
ており、具体的なスケジュール
について、引き続き、指導・助
言を行っていく。

行政経営推進委員会意見
（経営健全性に係る意見を除

く）



Ⅲ　点検評価（経営の健全性）

１ 財務状況

 単年度収支　　　

 経常損益

 事業収益

 事業外収益

 特別収益

 収入計

 事業費用

 事業外費用

 特別損失

 支出計

（ 単位：千円 ）

評価

(d-h) -4,497 -437 -4,936 C

(a+b-e-f) -3,936 88 -4,936 C 運用益及び主要事業の収益減

公益目的事業会計 -3,936 88 -4,936 

収益事業等会計 - - -

法人会計 - - -

 剰余金 9,897 -57 2,483 A

※評価　…　Ａ：プラス　　Ｂ：特別な要因によるマイナス　　Ｃ：マイナス

主な増減理由等

 資産 294,070 282,228 251,773 246,011 

 流動資産 1,084 11,848 15,112 1,350 

 固定資産 292,986 270,380 236,661 退職給付引当資産の減 244,661 

 負債 20,565 21,351 3,949 3,110 

 流動負債 644 905 1,629 未払金の増 790 

 固定負債 19,921 20,446 2,320 退職給付引当金の減 2,320 

 正味財産/純資産 273,506 260,877 247,823 242,900 

 基本財産/資本金 250,000 248,825 233,231 有価証券評価損 233,231 

 剰余金等 9,897 -57 2,483 0 

 運用財産 13,609 12,109 12,109 9,669 

(a) 10,830 9,992 11,342 8,239 

うち県支出額 4,537 4,537 3,938 事業見直しによる減 3,938 

(県支出額/事業収益) (41.9%) (45.4%) (34.7%) (47.8%)

(b) 4,442 10,106 3,677 有価証券運用益の減 4,761 

うち基本財産運用益 1,371 6,525 585 879 

(c) 0 0 0 0 

うち基本金取崩額 0 0 0 0 

(d=a+b+c) 15,272 20,098 15,019 13,000 

(e) 19,208 20,010 19,955 16,997 

うち人件費 13,095 13,839 11,704 職員退職による減 11,453 

(人件費/事業費用) (68.2%) (69.2%) (58.7%) (67.4%)

(f) 0 0 0 0 

(g) 561 525 0 0 

(h=e+f+g) 19,769 20,535 19,955 16,997 

収支差 (d-h) -4,497 -437 -4,936 -3,997 

区　　　　分 H30 決算 R1 決算 R2 決算 備考（特別な要因）

健
全
性
指
標

区　　　　分 H30 決算 R1 決算 R2 決算 R3 予算

支
出

資
産
の
状
況

収
支
の
状
況

収
入



２ 経営改善の取組の実施状況と評価

３ 赤字の要因（前年度の単年度収支、経常損益が赤字の団体のみ記載）

４ 経営の健全性の総括評価

※判定欄　…　○：良好　　△：改善を要する　　×：抜本的な改革が必要

５ 団体改革の進捗状況（過去の行政経営推進委員会からの意見への対応状況）

※○：対応済　　△：対応中　　×：未対応

　収益の柱である貸館事業で、入居団体の募集や会議室の利用促進等に取り組んでいるが、状況は厳
しく、昨今の投資環境から、基本財産の運用益も見込めない状況である。今後、入居団体の移転先の
確保等を行い早期解散を促す。

決算期の基本財産の評価損及び新型コロナウイルス感染症の影響による貸館収入の減少

団体の自己評価 県所管課による評価

判定 評価 判定 評価

△

　事業推進積立金は、事業実施の平準化を
目的に、過去の余剰金を積み立ててきたもの
で、令和2年度はその積立金を取り崩すこと
なく維持している。ただし、抜本的な対策を急
ぐ必要があると考えており、新たな事業を自
主的に取り掛かることはできないが、今後も
青少年教育に関わる事業を静岡県に対して
提案するなどし、それらの事業を受託する中
で広く県下青少年の育成に携わっていくこと
を考えている。

×

　単年度収支は大幅な赤字でありながら、抜
本的な経営改善がなされていない。昨年度
は積立金を取り崩さなかったものの、不安定
な経営を続け、収益の柱である会議室貸付
収入も毎年度減少しており、厳しい状況にあ
る。

対応状況

団体記載 県所管課記載

-

-

-

行政経営推進委員会意見
（経営健全性に係るもの）



Ⅳ　改善に向けた今後の方針

１ 点検評価を踏まえた経営の方向性

２ 今年度の改善の取組

今後の展望、中期的な経営方針（団体記載） 団体の方針に対する意見等（県所管課記載）

　基本財産の運用益により経営が成り立っている
が、貸館事業の減収など、財政的に厳しい状況に
ある。当面は、事業推進積立金を取り崩しながら経
営していくが、入居する団体や、外部評価委員会の
意見を聞きながら、財団の解散を含め、今後の青
少年教育の在り方等の施策の充実に貢献するた
めにも改善策を検討して行く。

　抜本的な経営改善は困難となっており、今後、解
散に向けた具体的な取組が求められる。

団体の取組（団体記載） 団体の取組に対する意見等（県所管課記載）

　当面、引き続き貸館事業の利用率の向上や団体
の移転先を検討すると共に、青少年に関わる育成・
指導者等の社会貢献を支援することに努力し、静
岡県の青少年育成のあり方の検討や青少年団体
の支援、指導者向けの研修会の開催など、定款の
目的に沿った事業を全うする。

　解散に向けた具体的な取組が必要である。なお、
昨年度末に事務局の職員が1名退職したことに伴
い、人件費の削減が見込まれる。



Ⅴ　組織体制及び県の関与

１ 役職員数及び県支出額等

２ 点検評価（団体記載）

３ 点検評価（県所管課記載）

（単位：人、千円）

区　分 H30 R1 R2 R3 備考（増減理由等）

常勤役員数 0 0 0 0

うち県ＯＢ 0 0 0 0

うち県派遣 0 0 0 0

常勤職員数 2 2 2 1

うち県ＯＢ 0 0 0 0

うち県派遣 0 0 0 0

県支出額 4,537 4,537 3,938 3,938

補助金 0 0 0 0

委託金 4,537 4,537 3,938 3,938

その他 0 0 0 0

県からの借入金 0 0 0 0

県が債務保証等を
付した債務残高 0 0 0 0

※役職員数は各年度４月１日時点、県支出額は決算額（当該年度は予算額）、借入金・債務残高は期末残高

項　目 評価 評　価　理　由

※ 評価欄 … ○：基準を満たしている　　△：基準を満たしていないが合理的理由がある　　×：基準を満たしていない

項　目 評価 評　価　理　由

※ 評価欄 … ○：基準を満たしている　　△：基準を満たしていないが合理的理由がある　　×：基準を満たしていない

 定員管理の方針等を
 策定し、組織体制の
 効率化に計画的に取
 り組んでいるか

○
平成26年4月１日、一般財団法人への移行時に少人数体制を図った。
令和3年度に職員が1名退職したことに伴い、事務局体制の見直しを行っ
た。

 常勤の役員に占める
 県職員を必要最小限
 にとどめているか

- 県職員なし

 常勤の職員に占める
 県からの派遣職員を
 必要最小限にとどめ
 ているか

- 県職員なし

 県からの派遣職員に
 ついて、必要性、有効
 性が認められるか

- 該当なし(県職員なし)

 県からの補助金等の
 支出や借入金等につ
 いて、必要性、有効性 
 が認められるか

○
委託事業は高校生相当年齢から30歳代までの「社会的ひきもり」傾向に
ある子ども・若者の円滑な社会復帰及びその家族の支援を目的としてお
り、一定の成果をあげている。



Ⅵ　更なる効果的事業の実施に向けた取組

１ 外部意見把握の手法及び意見

２ 事業やサービスの見直し例

区　分 実施 結果公表 実施内容 主な意見・評価

 ○：実施している／公表している　　―：実施していない／公表していない

外部評価委員会 - -

利用者ｱﾝｹｰﾄ - -

利用者等
意見交換会

- -

その他
(　　　　　　　　　)

- -


